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議案第１１２号 

上越市個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

上越市個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のよう

に制定する。 

令和４年１１月３０日提出 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （上越市自治基本条例の一部改正） 

第１条 上越市自治基本条例（平成２０年上越市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項中「については、」の次に「個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）に定めるもののほか、」を加える。 

（上越市情報公開条例の一部改正） 

第２条 上越市情報公開条例（平成８年上越市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「１４日」を「３０日」に改める。 

第１４条を次のように改める。 

（手数料） 

 第１４条 公文書の公開を受ける者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

ただし、写しの作成及び交付に特別の経費を要するとき並びに写しの送付に経費を要す

るときは、その実費額とする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、無料とすることができる。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１４条関係） 

区分 手数料の額 

閲覧 無料 

写しの交付 白黒 １枚につき１０円 

カラー １枚につき３０円 

備考 

１ 写しの交付は、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚と

して費用を算定する。 
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２ 写しの交付は、日本産業規格Ａ列３番以下の大きさの用紙を用いるものとするが、

これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格Ａ列３番によ

る用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 

 （上越市情報公開・個人情報保護制度等審議会条例の一部改正） 

第３条 上越市情報公開・個人情報保護制度等審議会条例（平成８年上越市条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中イを削り、ウをイとし、同項第２号中「上越市個人情報保護条例」

を「上越市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年上越市条例第  号）第４条」

に改め、同条に次の１号を加える。 

⑷ 上越市議会個人情報の保護に関する条例（令和４年上越市条例第  号）第５０

条の規定による市議会の諮問に応じて審議すること。 

  第３条中「９人」の次に「以内」を加える。 

 （上越市都市公園条例等の一部改正） 

第４条 次に掲げる条例の規定中「上越市個人情報保護条例（平成８年上越市条例第２号）」

を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改める。 

 ⑴ 上越市都市公園条例（昭和４６年上越市条例第２８号）第３５条 

 ⑵ 上越市体育施設条例（昭和４６年上越市条例第１２５号）第１６条 

 ⑶ 上越市立オールシーズンプール条例（昭和５１年上越市条例第２７号）第１５条 

 ⑷ 上越文化会館条例（昭和５３年上越市条例第５号）第２１条 

 ⑸ 上越市総合体育館条例（昭和５４年上越市条例第３６号）第１６条 

 ⑹ 上越勤労身体障害者体育館条例（昭和５４年上越市条例第３７号）第１６条 

 ⑺ 上越市立水族博物館条例（昭和５５年上越市条例第１４号）第１４条 

 ⑻ 上越市軽費老人ホーム条例（昭和５５年上越市条例第２８号）第１４条 

 ⑼ 上越市藤野野球場条例（昭和５６年上越市条例第２９号）第１４条 

 ⑽ 上越市海洋フィッシングセンター条例（昭和５８年上越市条例第２９号）第１５条 

 ⑾ リージョンプラザ上越条例（昭和５９年上越市条例第３５号）第１９条 

 ⑿ 上越市南葉高原キャンプ場条例（平成元年上越市条例第１８号）第１５条 

 ⒀ 上越市高田スポーツセンター条例（平成元年上越市条例第４２号）第１６条 

 ⒁ 上越リゾートセンターくるみ家族園条例（平成元年上越市条例第４３号）第１５条 

 ⒂ 市民いこいの家条例（平成６年上越市条例第１２号）第１５条 

 ⒃ ワークパル上越条例（平成７年上越市条例第２４号）第１９条 

 ⒄ 上越市駐車場条例（平成１０年上越市条例第７号）第１８条 
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 ⒅ 上越市リフレッシュビレッジ施設条例（平成１１年上越市条例第３号）第１８条 

 ⒆ 上越市病院事業の設置等に関する条例（平成１１年上越市条例第４１号）第１８条 

 ⒇ 上越市市民プラザ条例（平成１２年上越市条例第５５号）第１８条 

 （２１） 上越市市民の森条例（平成１４年上越市条例第２号）第１８条 

 （２２） 上越市オンブズパーソン条例（平成１５年上越市条例第２９号）第２０条第２項 

（２３） 上越市大島やまざくら条例（平成１６年上越市条例第４２号）第１２条 

 （２４） 上越市安塚雪だるま高原条例（平成１６年上越市条例第４５号）第１６条 

 （２５） 上越市うみてらす名立条例（平成１６年上越市条例第６２号）第１６条 

 （２６） 上越市月影の郷条例（平成１６年上越市条例第６３号）第１６条 

（２7） 上越市川上笑学館条例（平成１６年上越市条例第６８号）第１５条 

 （２８） 上越市青少年野外活動施設条例（平成１６年上越市条例第７９号）第１７条 

 （２９） 上越市霊園条例（平成１６年上越市条例第９３号）第２１条 

 （３０） 上越市吉川ゆったりの郷条例（平成１６年上越市条例第９５号）第１５条 

（３１） 上越市生活支援ハウス条例（平成１６年上越市条例第９８号）第１５条 

 （３２） 上越市牧湯の里深山荘条例（平成１６年上越市条例第１０６号）第１５条 

 （３３） 上越市柿崎マリンホテルハマナス条例（平成１６年上越市条例第１０８号）第１５条 

 （３４） 上越市大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館条例（平成１６年上越市条例第１１０号）

第１６条 

（３５） 上越市吉川スカイトピア遊ランド条例（平成１６年上越市条例第１１１号）第１７条 

 （３６） 上越市板倉保養センター条例（平成１６年上越市条例第１１２号）第１５条 

 （３７） 上越市安塚地域産業振興施設条例（平成１６年上越市条例第１１４号）第１７条 

 （３８） 上越市六夜山荘条例（平成１６年上越市条例第１１５号）第１６条 

（３９） 上越市菱の里条例（平成１６年上越市条例第１１７号）第１６条 

 （４０） 上越市菖蒲高原緑地休養広場条例（平成１６年上越市条例第１１９号）第１６条 

 （４１） 上越市くびき食彩工房条例（平成１６年上越市条例第１２７号）第１６条 

 （４２） 上越市柿崎総合体育館条例（平成１６年上越市条例第１４０号）第１６条 

（４３） 上越市農村地区多目的集会所条例（平成１６年上越市条例第１４５号）第１７条 

 （４４） 上越市ゐしんの里記念館条例（平成１７年上越市条例第４１号）第１６条 

 （４５） 上越人材ハイスクール条例（平成１７年上越市条例第８９号）第１７条 

 （４６） 上越科学館条例（平成１８年上越市条例第１号）第１５条 

 （４７） 上越市五智歴史の里会館条例（平成１８年上越市条例第６４号）第１６条 

 （４８） 上越五智養護老人ホーム条例（平成２０年上越市条例第７号）第１３条 
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 （４９） 上越市若竹寮条例（平成２０年上越市条例第９号）第１１条 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（上越市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行日前に上越市情報公開条例第１０条の規定による請求がされた場合にお

ける第２条の規定による改正前の上越市情報公開条例第１１条の規定による公開請求に対

する決定等については、なお従前の例による。 


